
徳
島
県
規
則
第
七
号

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年

政
令
第
四
百
二
十
九
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及
び
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
通
行
障
害
建
築
物
の
要
件
の
特
例
）

第
二
条

省
令
第
三
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
が
前
面
道
路
の
路
面
の
中

心
よ
り
低
い
位
置
に
あ
る
場
合
と
す
る
。

２

省
令
第
四
条
の
規
則
で
定
め
る
距
離
は
、
政
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当
該

各
号
に
定
め
る
距
離
に
前
項
の
地
盤
面
か
ら
同
項
の
路
面
の
中
心
ま
で
の
高
さ
に
相
当
す
る
距
離
を
加

え
た
も
の
と
す
る
。

（
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
等
の
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
三
条

省
令
第
五
条
第
四
項
（
省
令
附
則
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
則
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

耐
震
診
断
の
結
果
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
た
者
（

以
下
「
評
定
機
関
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
耐
震
診
断
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五

日
以
後
に
実
施
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
を
証
す
る
書
類
又
は
知
事
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
認

め
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

省
令
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

評
定
機
関
か
ら
交
付
を
受
け
た
耐
震
診
断
の
結
果
を
証
す
る
書
類
又
は
知
事
が
こ
れ
に
相
当
す
る

と
認
め
る
書
類

二

評
定
機
関
か
ら
交
付
を
受
け
た
耐
震
診
断
に
係
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
が
建
築
物
の
耐
震

改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
に
対
す
る
安
全
上
耐

震
関
係
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
八
十
五
号

）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
知
事
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
る

書
類

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条

省
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

評
定
機
関
又
は
耐
震
診
断
を
適
切
に
行
う
た
め
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
た
者

（
以
下
「
評
定
機
関
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
建
築
物
が
耐
震
関
係
規
定
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類



二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

省
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

評
定
機
関
等
か
ら
交
付
を
受
け
た
建
築
物
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十

二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
に
対
す
る
安
全
上
耐
震
関
係
規
定
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
十
二
号
）
に
定
め
る

基
準
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
告
示
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３

省
令
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
を

添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
区
分
所
有
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
必
要
性
に
係
る
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
六
条

省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

評
定
機
関
か
ら
交
付
を
受
け
た
区
分
所
有
建
築
物
が
平
成
二
十
五
年
告
示
基
準
に
適
合
し
て
い
な

い
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


